
今回の税制改正のポイントはズバリ・・・

・・・です。

基礎控除が引き下げられたことにより、相続税のかかる方が大幅に増えます。
今まで相続税を気にする必要がないと思っていた方も、これを機会に一度ご自身の所有財産を確認しましょう！

相続税率が現行６段階から８段階へ引き上げられたことにより、相続税が大幅に増えます。
節税はもちろん、納税資金の準備も見直す必要があります！
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各法定相続人の法定相続分相当額 （円）

今こそ、お子様・お孫様に生前贈与するチャンス！

上記２点により、相続税が大幅に増税となります！！
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☞　改正　その１　・・・　相続税・基礎控除の引き下げ！
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☞　改正　その２　・・・　相続税率の引き上げ！
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贈与税も改正され、生前贈与がオトクになります！！・・・詳しくは裏面へ☞
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【現行】

５，０００万円 ＋ １，０００万円 × 法定相続人数

【改正】

３，０００万円 ＋ ６００万円 × 法定相続人数

Ｈ２３年度 相続税・贈与税が変わります！



直系卑属、例えば、お子様やお孫様への贈与に対する税率が緩和されます！
これにより、相続対策としての生前贈与が非常に有効となります！！
（ただし、お子様やお孫さま以外の贈与税率は下図とは異なります。）
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贈与税の課税価格 （円）

課税遺産総額　５億円　＆　法定相続人　２名

生前贈与を行うかどうかでこれだけ変わります！！

同じ例での試算で、現行では、約１００万円の節税効果

今まで以上に相続対策の重要性が高まっています。

生前贈与だけでなく、様々な対策をミックスさせることにより、

さらなる節税効果が期待できます！！
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節税効果　２．５倍！！
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☞　改正　その３　・・・　直系卑属（２０歳以上）への贈与税率の緩和
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